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    Ⅰ 公⽴病院経営強化プランの策定の背景・目的  
 

公⽴病院は、地域における基幹的な公的医療機関として、地域医療の確保のため重要な役割
を果たしています。しかし、多くの公⽴病院において、経営状況の悪化や医師不⾜などのため
に、医療提供体制の維持が極めて厳しい状況になっていたことから、総務省はこれまでに「公
⽴病院改革ガイドライン」及び「新公⽴病院改革ガイドライン」を⽰し、そのガイドラインに
基づき、⾢楽館林医療事務組合において経営の効率化、再編・ネットワーク化、経営形態の⾒
直しや地域医療構想を踏まえた役割の明確化を盛り込んだ「館林厚⽣病院改革プラン」及び
「公⽴館林厚⽣病院新改革プラン」を策定し、病院経営の改善に努めてきました。 

しかし、依然として、医師・看護師など医療従事者の不⾜、⼈⼝減少や少⼦⾼齢化の急速な
進展に伴う医療需要の変化、医療の⾼度化といった経営環境の急激な変化などを背景とする厳
しい環境が続いており、持続可能な経営を確保するために、より一層の改善・強化が必要とな
ってきています。また、新型コロナウイルス感染症などの新興感染症への対応や、医師の働き
⽅改革への取り組みについても新たに必要とされています。 

そこで、総務省は令和4年3月に「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公⽴病院経
営強化ガイドライン」（以下、「経営強化ガイドライン」という。）を策定し、 持続可能な
地域医療提供体制を確保するための公⽴病院の経営強化に必要な取り組みとして、役割・機能
の最適化と連携の強化、医師・看護師等の確保と医師の働き⽅改革への対応、経営形態の⾒直
し、新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取り組み 、施設・設備の最適化、経営の
効率化などを進めることを求め、「公⽴病院経営強化プラン」の策定を要請しました。 

これを踏まえて⾢楽館林医療企業団においても、これまでの改革プランの流れを継承しつつ、
改めて地域の⼈⼝動態や今後の医療需要などを⾒極め、公⽴館林厚⽣病院（以下、「当院」と
いう。）が地域で担う役割を発揮し続け、持続可能な病院経営が可能となるように「公⽴館林
厚⽣病院経営強化プラン」を策定しました 。 

本プランの対象期間は、令和6年度から令和9年度までとします。 
 
  Ⅱ 公⽴館林厚⽣病院の現況  

 

1  基本理念・基本方針 
 

（1）基本理念（ミッション） 
「信頼、安心 すべては患者さんのために」 

（2）基本方針（ビジョン） 

「地域の医療・介護機関と協同し、住⺠の健康を⽀える病院となる」（地域連携） 

「チーム医療に取り組み、安全な医療と快適な療養環境を提供する」（チーム医療） 

「常に医療資源を効率的に利⽤し、医療の質と経済性の調和をめざす」（経済性との両⽴） 
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2  提供している医療 
① 当院は、⾢楽館林地域の中核病院として、がん、心・脳血管疾患、呼吸器疾患などの急性

期医療をはじめとして、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟において、患
者の在宅復帰を積極的に⽀援する回復期医療も提供しています。地域医療機関と患者の紹
介・逆紹介など密接な連携を図っており、「地域医療⽀援病院」「紹介受診重点医療機関」
となっています。 

② 当院は、「救急告⽰病院」として、断らない救急医療を提供することを心掛けており、救
急⾞を年間約 4,000 台受け⼊れています。救急搬送応需率は毎年 90％以上となっていま
す。 

③ 当院は、太⽥・館林⼆次保健医療圏の「第⼆種感染症指定医療機関」として感染症病棟を
整備し、新興感染症も含めた指定感染症患者の受け⼊れを⾏っています。また、地域全体
において安全な対応ができるよう、専門⼈材の育成や訓練、地域の医療機関への指導など
を実施しています。 

④ 当院は、「群⾺県がん診療連携推進病院」として、⾢楽館林地域のがん診療の中心的な役
割を担う施設として、専門的ながん診療の提供、地域のがん診療との連携体制、相談⽀援
などの機能の充実を図っています。 

⑤ 当院は、太⽥・館林⼆次保健医療圏における「災害拠点病院」に指定されています。災害
発⽣時の医療救護活動の拠点となるべく、日頃から対応訓練や⾷料、水などの備蓄をして
います。また、災害派遣医療チーム（DMAT）を保有しており、他の地域での災害への救
援活動も⾏っています。 

⑥ 当院は、⼈間ドックをはじめとした健診業務を⾏っています。また、健康増進のための社
会的啓蒙活動も⾏っています。 

 
3  診療体制 

（1）診療科目 

内科、精神科、循環器内科、内分泌・糖尿病内科、呼吸器内科、血液・腫瘍内科、消化器

内科、内視鏡内科、脳神経内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓

血管外科、消化器外科、⽪膚科、泌尿器科、産婦⼈科、眼科、⽿⿐咽喉科、⿇酔科、リハビ

リテーション科、放射線診断科、放射線治療科、救急科、総合診療科、⻭科、⻭科⼝腔外科

（以上29科） 
（2）病床数 

一般病床323床、感染症病床6床で、総病床数329床です。 
一般病床は、⾼度急性期であるハイケアユニット(HCU)が6床、7︓1看護の急性期病棟が

231床、回復期リハビリテーション病棟が48床、地域包括ケア病棟が36床の構成になって
います。（急性期病棟18床休床中） 

※令和6年11月より急性期病棟237床、地域包括ケア病棟30床に病床配分を変更。 
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（3）医師数 
常勤医師数は46名、常勤⻭科医師数は2名の合計48名の医師が勤務しています。また、専門

外来診療や当直業務の補助のために、非常勤医師が勤務しています。（令和5年4月現在） 
 
４  経営状況 

当院の経営状況は、医師の増員や病床利⽤率の上昇により改善傾向にありましたが、令和2
年初頭からの新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、令和2年度は大きく患者が減少し、医
業収益が大きく落ち込みました。感染症対応に並⾏して引き続き医師の増員や診療領域の拡大
などに取り組み、令和3年度以降は感染拡大前以上の医業収⽀バランスに改善してきており、
感染症対応への各種補助⾦の補てんもあり経常収⽀は⿊字に転じています。 

 
 Ⅲ 役割・機能の最適化と連携の強化   
 

1  地域医療構想を踏まえた果たすべき役割・機能 
当院が⽴地する太⽥・館林⼆次保健医療圏（構想区域）においては、令和12年（2030年）

まで75歳以上の⼈⼝が増加し続け、医療機能別の医療需要も⾼度急性期から慢性期までのすべ
ての医療機能で増加すると予測されています。さらに、在宅医療の需要も県内有数の増加が⾒
込まれています。当院は⾢楽館林地域の中核病院として、これら増大する医療需要に対応でき
るよう、以下の医療体制を整備します。 

 

① 地域住⺠からの要請に24時間対応できる⼆次救急医療体制の強化 
② 今後更なる増加が⾒込まれるがん、心・脳血管疾患、呼吸器系疾患などに対する⾼度で先

進的な診療体制の強化 
③ 急性期治療後の在宅復帰を⽀援するため、リハビリ機能を強化した病棟・診療体制の充実

と、多職種による在宅復帰⽀援体制の強化、地域の介護施設などとの連携強化 
④ 訪問看護、認定看護師の訪問指導による在宅医療サポート機能の強化 
⑤ ⼈間ドック、健診の拡充や健康講座などの啓蒙活動による、疾病予防・早期発⾒への貢献 
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⑥ 地域医療⽀援病院として、地域の診療所（病診連携）ならびに地域の病院（病病連携）と
のさらなる連携の強化 

⑦ 災害拠点病院（地域災害医療センター、DMAT）としての医療提供 
⑧ 第⼆種感染症指定医療機関として、新興感染症も含めた医療提供 
⑨ 地域医療の担い⼿となる次世代医療⼈（医療系学⽣、初期研修医、専門医、認定看護師、

専門資格を有する医療職）を育成するための教育環境の整備 
 

○令和7年（2025年）及び令和9年（2027年）における病床機能別病床数 

上記の医療体制を提供するための当院の病床機能別病床数は以下の通りとします。 

令和7年（2025年）︓⾼度急性期6床、急性期239床、回復期78床 （感染症6床） 

令和9年（2027年）︓⾼度急性期6床、急性期239床、回復期78床 （感染症6床） 

※令和6年に病床配分を変更したため病床数を⾒直しました。 
 

2  地域包括ケアシステムの構築に向けた果たすべき役割・機能 
⾢楽館林地域は⼈⼝約18万⼈であり、令和22年（2040年）頃には総⼈⼝は15％程度減少す

るものの、65歳以上の⾼齢者は23％増加すると推計されています。⾼齢者が、介護が必要な
状態になっても住み慣れた地域で安心して⽣活できるための地域包括ケアシステムの構築に向
けて、当院では以下の機能を提供していきます。 

 

① 救急医療と急性期医療の提供 
地域包括ケアシステムが効率的に運⽤されるためには、健康状態が悪化した際に、24時

間体制で治療を受けることのできる施設が近距離（救急⾞で30分以内の搬送時間）に存在
することが必要です。当院は、⾢楽館林地域唯一の総合病院として24時間体制で救急応需
し、専門的な急性期医療を提供します。 

② 在宅復帰に向けた⽀援 
急性期の治療を終えた軽快者に、退院に向けた総合的なサポートを⾏う地域包括ケア病

棟、及び機能回復のリハビリテーションを集中的に⾏う回復期リハビリテーション病棟を
活⽤し、⾃宅・地域社会への早期復帰を⽀援します。 

③ 病病及び病診連携ならびに医介連携 
退院後の安心した在宅医療、介護施設⼊所及び在宅復帰に向けて、地域の医療機関、介

護サービス・施設との緊密な連携を取っていきます。 
④ 在宅療養患者の療養⽀援 

在宅療養患者が質の⾼い訪問看護を受けられるよう、当院の認定看護師による同⾏看護
訪問を実施します。また、緊急時にはスムーズに当院で治療、⼊院が⾏えるよう在宅療養
後⽅⽀援病院として在宅医療機関の⽀援をします。 
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3  機能分化・連携強化 
         経営強化ガイドラインでは、「地域の中で各公⽴病院が担うべき役割や機能を改めて⾒直

し、明確化・最適化した上で、病院間の連携を強化する「機能分化・連携強化」を進めること
が必要である。」とされています。 

当院は、⾢楽館林地域において唯一の急性期総合病院として、救急医療、専門治療を提供し
ています。また、地域の医療機関と当院が診療の役割分担を⾏い、外来診療は「かかりつけ医」
である地域の医療機関が中心となり、当院は地域医療⽀援病院として⼊院診療に重点を置いた
専門治療を主に担当し、病診連携、病病連携体制の強化を図っていきます。 

当院敷地⻄側の再開発整備（施設改修）に取り組み、地域の医療機関では対応の難しい合併
症治療も必要な透析患者に、より多く対応できるよう透析室の拡充を図ります。また、増加す
る抗がん剤治療患者に対応するため化学療法室の拡充を図ります。 

 

4  医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標 
（1）医療機能に係るもの 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4年度
（実績）

5年度
（実績）

6年度
（目標）

6年度
（実績）

7年度
（目標）

8年度
（目標）

9年度
（目標）

救急⾞受⼊台数（台） 4,026 4,190 4,100 4,101 4,100 4,200 4,200

地域救急貢献率（％） 27.0 27.1 27.3 26.3 27.3 27.5 27.5

救急患者⼊院率（％） 39.9 38.2 41.0 38.4 41.0 42.0 42.0

断らない救急を目指して 

救急告⽰病院として、地域の救急
医療のため、積極的に救急⾞の受け
⼊れに努めていきます。 

救急⾞受け⼊れ年間 4,000 台以上
を維持していきます。 

今後、ますます増加する地域から
の搬送要請に対して、一定割合の受
け⼊れを維持していきます。 
※地域救急貢献率 

     当院受⼊台数     
 ⼆次医療圏医療機関受⼊台数 
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（2）医療の質に係るもの 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4年度
（実績）

5年度
（実績）

6年度
（目標）

6年度
（実績）

7年度
（目標）

8年度
（目標）

9年度
（目標）

手術件数（件） 1,585 1,578 1,650 1,595 1,650 1,700 1,700

在宅復帰率（％） 4年度
（実績）

5年度
（実績）

6年度
（目標）

6年度
（実績）

7年度
（目標）

8年度
（目標）

9年度
（目標）

急性期病棟 96 96 97 96 97 97 97

地域包括ケア病棟 82 82 85 84 85 85 85

回復期リハビリ病棟 90 88 90 81 90 90 90

⾼度医療の提供 

診療領域の拡大や、ロボット⼿術
などの先端技術を導⼊し、⼿術件数
の増加を図り、地域の中核病院とし
て安全で質の⾼い⾼度医療の提供に
努めます。 
※⼿術件数＝⼿術室稼働件数 

重症救急患者の対応 

24 時間体制で救急患者に必要な
検査・治療を提供し、⼊院になるよ
うな重症者の受⼊れができるよう、
⼆次救急医療機関としての役割を果
たしていきます。 

在宅復帰をサポート 

当院は急性期病棟だけでなく、疾患や状
態に応じ、回復期リハビリテーション病棟
や地域包括ケア病棟の特性を活かし、適切
な治療やリハビリテーション、退院⽀援を
継続して⾏うことで、⾃宅や居住系施設な
どへの復帰を⽀援していきます。 

※直近の推移を勘案し目標値を⾒直しました 
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（3）連携の強化等に係るもの 

  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

患者満⾜度（％） 4年度
（実績）

5年度
（実績）

6年度
（目標）

6年度
（実績）

7年度
（目標）

8年度
（目標）

9年度
（目標）

⼊院 78.2 82.3 85.0 75.4 85.0 85.0 85.0

外来 - - 85.0 - 85.0 85.0 85.0

4年度
（実績）

5年度
（実績）

6年度
（目標）

6年度
（実績）

7年度
（目標）

8年度
（目標）

9年度
（目標）

紹介率（％） 66.6 70.7 72.0 72.4 75.0 78.0 80.0

逆紹介率（％） 74.0 80.2 80.0 83.2 85.0 87.0 90.0

紹介率とは、初診患者のうち、他の
医療機関から紹介されて来院した患者
の割合です。また、逆紹介率とは、当
院から他の医療機関に紹介した患者の
割合です。 

地域医療⽀援病院である当院は、病
院⇔病院、病院⇔診療所、医療⇔介
護と多くの医療機関・介護施設と役割
を分担しながら、緊密に連携し、地域
の基幹病院として、地域医療に貢献し
ていきます。 

地域連携機能の強化 

より良い医療サービスの 
提供を目指して 

患者を対象に⼊院と外来の医療サービ
スに関して、アンケートを年 1 回実施し
ています。数値は、5 段階評価の最⾼評価
「満⾜」と次点の「ほぼ満⾜」を合計し、
その割合を全体から算出したものです。 

アンケートの内容は、診療⾯や施設
⾯、職員の接遇など、病院を取り巻くハー
ド⾯・ソフト⾯を包含するものです。 

これらについて、多くの⽅にご満⾜い
ただけるよう職員一⼈ひとりが創意工夫
し、改善に取り組んでいきます。 

 
※外来アンケートは、感染拡大防止のため

休止しています。 

※直近の推移を勘案し目標値を⾒直しました 
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（4）その他 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

5  一般会計負担の考え方 
救急医療や感染症医療などは、地域医療にとって不可⽋となりますが、このような収益には

結び付きにくい「不採算医療」となってしまう部分に対しては、地⽅公営企業法上、総務省で
定めている繰出基準に基づき、構成団体の一般会計などから繰出⾦の⽀出が認められています。 

当院としては、これからも医療材料の価格交渉や様々な費⽤節減など、病院経営の効率化を
図り、⽀出を減らすことに最大限の努⼒を図りますが、それでも⿊字化が困難な下記の経費に
ついては、総務省で定めている繰出基準に基づき、構成団体が負担することとしています。 

① 病院の建設改良に要する経費 
② 感染症医療に関する経費 
③ リハビリテーション医療に要する経費 
④ 救急医療の確保に要する経費 
⑤ ⾼度医療に要する経費 
⑥ 院内保育所の運営に要する経費 
⑦ 経営基盤強化に要する経費 
⑧ 地⽅公営企業職員に係る基礎年⾦拠出⾦に係る公的負担に要する経費 
⑨ 地⽅公営企業職員に係る児童⼿当に要する経費 

 なお、施設耐震化整備事業に係る建設債の元利償還⾦に関しては、事業開始時の取り決めと
して、構成団体が全額負担するものとして決定されています。 

 

6  住⺠の理解のための取組 
病院の取り組みについて、広報誌や病院ホームページ、SNSなどにより、タイムリーで分か

りやすい情報発信に努めます。 
また、構成団体各市町議会選出の議員で構成される企業団議会を通じて、病院の重要な⽅針

4年度
（実績）

5年度
（実績）

6年度
（目標）

6年度
（実績）

7年度
（目標）

8年度
（目標）

9年度
（目標）

臨床研修医数（⼈） 12 11 11 11 12 12 12

若⼿医師の育成 

地域に根差した若⼿医師の育成に
取り組むため、初期臨床研修におい
て研修プログラム等の充実を図り、
毎年定員の 6 ⼈採⽤（フルマッチ）
を目指します。 

初期研修期間は 2 年間のため、最
多で 12 ⼈が研修を⾏っています。 
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については構成団体住⺠の⽅々の意⾒を反映していきます。 
さらに、住⺠公開講座の「健康講座」や「医療フォーラム」を開催し、地域住⺠の医療や健

康に関する意識の啓発に貢献します。 
 
 Ⅳ 医師・看護師等の確保と働き方改革   
 

1 医師・看護師等の確保 
太⽥・館林⼆次保健医療圏の医師数は、⼈⼝10万⼈対医師数で県内10圏域中9番目と医師不

⾜が顕著であり、特に⾢楽館林地域の医師数はさらに低いものとなっています。当院の医師数

も充分なものでなく、診療体制を維持し、さらに充実するためにも、また、⾢楽館林地域全体

の医療提供体制を維持していくためにも、医師の確保は最重要課題となっています。これまで

どおり大学医局との良好な関係構築に努めると同時に、様々なチャネルを利⽤した求⼈情報の

発信（求⼈サイトやSNSの活⽤、採⽤ページのリニューアル、オウンドメディアの充実）によ

る独⾃採⽤の強化、紹介業者の利⽤などにより、医師の増員に努めていきます。また、近年の

働き⽅の多様化に対応するため、柔軟な勤務形態での採⽤の検討、⼦育て世代に向けた時短勤

務制度や当直免除制度の導⼊など、魅⼒ある働きやすい勤務環境の構築に取り組んでいきます。 

看護師などのコメディカルスタッフについても、少⼦⾼齢化に伴う⼈材不⾜が予測されてお

り、安定的な確保が重要課題となっています。勤務環境の改善を進めるとともに、専門資格取

得、研修などに積極的に取り組める⼈材育成のシステムを構築します。さらに、各職種の学⽣

実習を積極的に受⼊れ、当院の働きやすい環境をアピールすることなどを通して、当院への就

職を志望する動機づくりを⾏っていきます。 

 

2  臨床研修医の受⼊れ等を通じた若⼿医師の確保 
   当院は、基幹型臨床研修病院として、毎年度定員6名の臨床研修医を受⼊れ、地域に根差し

た医師の育成に取り組んでいます。 

臨床研修医の確保にあたっては、当院独⾃の修学資⾦貸与制度などの取り組みの他に、群⾺

県の臨床研修医確保事業への積極的な参画や、医学⽣実習の受⼊れ、合同説明会などへの出展

などに取り組んでいます。 

   研修プログラムについて、指導医の確保に努めるとともに、学会参加費の補助、指導医やコ

メディカルによる勉強会や外部医師によるセミナーの実施など、スキルアップを図るための環

境整備の充実に取り組んでいます。また、地域医療研修として毎年6名を群⾺県や近隣県の⼭

間部などのへき地医療機関へ派遣し、地域医療の最前線を学んでいます。 
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3  医師の働き方改革への対応 
令和6年度より開始される医師の時間外労働の上限規制に対応するため、労働基準監督署に

「断続的な宿直⼜は日直の勤務許可」の申請を⾏い、現⾏の宿日直内容について許可されてい

ます。また、宿直明けの勤務負担を軽減する⽅針（午後職免）も徐々に浸透しつつあります。

併せて、多職種参加の委員会において医師の労働時間短縮のための計画を策定しました。当該

計画に基づき、適切な労働時間管理を実施し、勤務環境の改善やタスクシフト・シェアの推進

などにより、医師の時間外労働の縮減を図っていきます。 

今後もさらなる医師の負担軽減のため、タスクシフト・シェアの担い⼿として、看護師特定

⾏為研修の受講の推進や、コメディカルや医師事務作業補助者の⼈員を確保するなどの対応に

努めます 。 
 
 Ⅴ 経営形態の⾒直し   
 

当院を運営する⾢楽館林医療企業団は、令和4年4月より経営形態を地⽅公営企業法の「一部
（財務）適⽤」から「全部適⽤」へ移⾏しました。このことにより、企業団の⽅針などの重要
事項は、構成団体の首⻑及び企業⻑で組織する開設者協議会や構成団体各市町議会選出の議員
で構成される企業団議会で協議・決定されることで従前と変わらず構成団体住⺠の意⾒の反映
が担保され、かつ、病院運営上の意思決定は、医療により精通した常勤の企業⻑により迅速・
的確に意思決定ができるようになりました。 

そのため、現時点で地⽅独⽴⾏政法⼈化や指定管理者制度への移⾏などの経営形態の⾒直し
を⾏う予定はありません。公⽴病院として、地域医療のあり⽅を考えつつ、地域の医療需要に
即した意思決定ができ、継続的に医療提供できる体制を確保していきます。 

今後、当院を取り巻く医療環境、 社会経済情勢の変化や、著しい経営状況の悪化など、安
定した病院経営の継続が困難となる事態が予測される場合には、最適な経営形態への⾒直しを
検討していきます。 

 
 Ⅵ 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組   
 

当院は、⼆類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者を担当する医療機関として、第

⼆種感染症指定医療機関の指定を受け、感染症病棟（6 床）で対応しています。 

新型コロナウイルス感染症の対応においては、新型コロナウイルス感染症重点医療機関の指

定を受け、感染症拡大時には感染症病棟と一般病棟の一部を転⽤し、最大26床まで新型コロナ

ウイルス感染症患者を受⼊れてきました。また、発熱外来、ワクチン接種の実施機関も担当し

てきました。 

今回の経験を活かして、第８次医療計画から「新興感染症等の感染拡大時における医療」が
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盛り込まれることを踏まえ、今後の新興感染症の感染拡大時に備えて、以下の取組を⾏ってい

きます。 
 

① 感染拡大時に向けた病床の確保 

平時には一般病床として利⽤し、新興感染症が拡大した際にはスムーズに対応病床へ転

⽤できるよう、病床の機動的な活⽤を図っていきます。 

② 感染対策向上加算における感染対策の地域連携 

当院は、感染対策向上加算１の施設基準を満たした体制を整備しています。院内感染制

御チーム（ICT）が⾃院の感染対策のみならず、地域の医療機関の感染対策の基幹として

保健所・医師会と連携し、定期的なカンファレンスや発⽣を想定した訓練を実施していき

ます。 

③ 専門⼈材の確保・育成 

感染担当の医師及び感染管理認定看護師が中心となって院内及び地域の感染対策に取組

んでいます。引き続き、地域の中心となって感染対策を進めるにあたり、医師や看護師、

さらには薬剤師や臨床検査技師などの感染管理に関する⼈材の確保・育成を図っていきま

す。 

④ 感染防護具等の備蓄 

今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大で、感染防護具など多くの医療物資のひっ

迫を経験し、平時からの備蓄の重要性を認識しました。今後に備え、計画的な常時備蓄に

取り組んでいきます。 

   ⑤ 院内感染対策の徹底、クラスター発⽣時の対応⽅針の共有 

ICTが主体となり、院内感染の防止対策を講じていきます。職員への教育、研修も継続

して実施していきます。 

クラスター発⽣時の対応について、随時院内感染対策マニュアルの⾒直しやBCP（事業

継続計画）の更新を⾏いながら、職員全体での共有を図っていきます。 
 
 Ⅶ 施設・設備の最適化   
 

1  施設・設備の適正管理と整備費の抑制 
当院は、平成27年に病院本棟の建て替え工事が完了し、令和7年度に10年目を迎えます。こ

の本棟建て替えに併せて、多くの⾼額医療機器の⼊れ替えも⾏っています。 

既存の病院施設については、計画的な整備・点検・保守及び修繕・更新等を⾏い、施設・設

備の⻑寿命化を図っていきます。 
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医療機器については、順次、耐⽤年数を迎えますが、可能な限り⻑期間の使⽤が可能となる

よう、適切な保守・点検の実施に努め、更新計画を策定した上で計画的な更新を進めます。特

に⾼額医療機器の更新または新規導⼊にあたっては、院内の委員会において使⽤状況などを踏

まえた採算性の検証・検討を⾏うとともに、地域における役割・機能などを踏まえて戦略的に

整備していきます。 

また、当院敷地⻄側に残存する⽼朽化した旧看護宿舎と旧医師住宅の再開発整備に取り組ん

でいきます。今後も需要の増加が⾒込まれる「がん化学療法」「⼈工透析」「⼈間ドック・健

診」「外来検査室・処置室」のさらなる拡充を中心とした施設改修を⾏っていきます。 

今後の施設・設備に係る投資については、地域における役割・機能を踏まえた上で、必要性

や規模について⼗分に検討しながら、⻑期的な視点で費⽤負担の平準化を図っていきます。 

 

2  デジタル化への対応 
医療の質向上や医療情報の連携、患者の利便性向上、院内全体の業務の効率化、働き⽅改革

などを目的に院内のデジタル、 AI技術への対応を進めていきます。 

① 主な導⼊システム 

・電⼦カルテシステムを含む医療情報システム 

・オンライン資格確認（マイナンバーカードの健康保険証利⽤） 

・ロボット⼿術⽀援システム 

・患者向け院内フリーWi-Fi 

・外国⼈診療におけるAI通訳機 

・職員出退勤記録システム（クラウド型システムの試⾏） 

・オンライン会議システム 

   ② 今後の取組み 

    ・病床管理システムの導⼊ 

    ・クリニカルパスシステムの導⼊ 

・国が推進する電⼦処⽅箋や電⼦カルテ情報の全国標準化、共有化への対応 

また、近年、病院がランサムウェアなどのサイバー攻撃の標的となり、電⼦カルテが使⽤で

きず診療業務に大きな影響が⽣じた事例が多数発⽣しています。厚⽣労働省の「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン」などを踏まえ、情報セキュリティ対策を徹底し、職員

の教育を⾏うとともに非常時の場⾯に応じた対策のマニュアルを整備しています。セキュリテ

ィを破られても被害を最小限にくい止めるためにBCP（事業継続計画）の策定やデータのバッ

クアップ強化などの対策を講じていきます。 
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 Ⅷ 経営の効率化   
 

1  経営指標に係る数値目標 
（1）収支改善に係るもの 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
（2）収⼊の確保に係るもの 

 
 

 

 

 

 

 

4年度
（実績）

5年度
（実績）

6年度
（目標）

6年度
（実績）

7年度
（目標）

8年度
（目標）

9年度
（目標）

経常収⽀⽐率(％) 105.8 98.8 99.2 92.0 98.3 99.8 100.5

修正医業収⽀⽐率(％) 93.1 89.0 95.6 86.7 94.8 96.1 96.9

1⽇当たり患者数（⼈） 4年度
（実績）

5年度
（実績）

6年度
（目標）

6年度
（実績）

7年度
（目標）

8年度
（目標）

9年度
（目標）

⼊院 266 269 272 264 272 274 274

外来 433 441 450 447 450 450 450

100%以上を目標 

96%以上を目標 

医業収益から構成団体からの負担
⾦を除いた修正医業収益を医業費⽤
で除した値を修正医業収⽀⽐率とい
います。収益に負担⾦を含まないた
め、病院の本業である医業活動にお
ける経営状況を⽰す指標となりま
す。 

経常⿊字を目指すためにも、医業
活動での収⽀改善が求められます。 

経常収益を経常費⽤で除した値を
経常収⽀⽐率といいます。通常の病
院活動による経営状況を⽰す指標で
す。 

構成団体からの負担⾦等が含まれ
ており、経営強化プラン期間中での
100％以上「経常⿊字」の達成が求
められています。 

安定的な稼働を目指して 

⼊院、外来の 1 日平均利⽤患者数です。 
医療機能の充実、地域医療との連携に取り組み、患者数の増加を図っていきます。 
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病床利⽤率（％） 4年度
（実績）

5年度
（実績）

6年度
（目標）

6年度
（実績）

7年度
（目標）

8年度
（目標）

9年度
（目標）

急性期病棟 78 83 84 86 84 85 85

地域包括ケア病棟 88 93 90 96 90 90 90

回復期リハビリ病棟 92 92 94 84 94 94 94

85%を目標 

急性期病棟は、病状が不安定な状
態から、治療によりある程度安定し
た状態まで集中的に医療を⾏う病床
です。 

質の⾼い医療体制を整え、多くの
⼊院患者を受⼊れ、利⽤率を⾼めて
いきます。 

90%以上を維持 

地域包括ケア病棟は、短期⼊院患
者や、急性期治療を終了した患者が
退院に向けて診療、看護、リハビリ
を⾏うことを目的とした病床です。 

退院まで日数を要する患者の積極
利⽤を進めていきます。また、⽐較
的軽症な短期⼊院患者を受け⼊れて
いきます。 

94%以上を維持 

 回復期リハビリ病棟は、脳血管障
害などの急性期の状態から病状が落
ちつき、集中的なリハビリを⾏うこ
とにより在宅復帰を目指す病床で
す。 
 ⻑期⼊院となる重症患者も積極的
に受け⼊れ、計画的に早期からの質
の⾼いリハビリを⾏い、安定的な病
床稼働を図っていきます。 
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4年度
（実績）

5年度
（実績）

6年度
（目標）

6年度
（実績）

7年度
（目標）

8年度
（目標）

9年度
（目標）

DPC⼊院期間Ⅱ以内率（％） 63 62 65 63 67 68 70

診療単価（円） 4年度
（実績）

5年度
（実績）

6年度
（目標）

6年度
（実績）

7年度
（目標）

8年度
（目標）

9年度
（目標）

急性期病棟 62,521 63,527 63,500 65,142 63,500 64,000 64,000

地域包括ケア病棟 37,215 37,406 37,500 38,050 37,500 37,500 37,500

回復期リハビリ病棟 38,581 38,127 38,600 40,012 38,600 38,600 38,600

外来 22,371 22,396 22,600 22,973 22,600 22,600 22,600

37,500 円以上を維持 

 地域包括ケア病棟は、1 日当たり
の⼊院料が決まっているため大きな
変動はありませんが、⼿術の実施や
⾼額薬剤の使⽤などにより若⼲変動
します。大きく減少しないよう維持
していきます。 

64,000 円を目標 

⼊院患者 1 ⼈ 1 日当たりの収益に
なります。急性期病棟は、重症患者
への対応や⼿術の実施などにより単
価が上がります。 

効率的で質の⾼い医療の提供に努
め、単価上昇を図っていきます。 

70%を目標 

DPC ⼊院期間Ⅱは、各疾患・治療
ごとの全国での平均的な⼊院期間と
なります。 

DPC 包括⽀払い制度においては、
適切な治療により⼊院期間Ⅱ以内で
退院させると、収益の増加につなが
りやすくなります。 

医療の質を担保しながら、効率的
な⼊院を進めていきます。 
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（3）経費削減に係るもの 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

対修正医業収益⽐率（％） 4年度
（実績）

5年度
（実績）

6年度
（目標）

6年度
（実績）

7年度
（目標）

8年度
（目標）

9年度
（目標）

職員給与費 58.5 59.9 55.9 61.1 56.0 55.2 53.7

委託費 7.9 8.1 7.3 8.6 7.1 7.2 7.0

材料費 26.4 28.2 26.6 29.3 27.1 26.6 25.8

22,600 円以上を維持 

 外来は、専門的な治療・検査を要
する患者の診療に重点を置き、病状
が落ち着いた患者は病診連携を進
め、単価上昇を図っていきます。 

56%以下を目標 

職員給与費を修正医業収益で除し
た値です。この⽐率が⾼いと医業活
動に係る職員給与費の割合が⾼いこ
とを表します。 

7.5%以下を目標 

委託費を修正医業収益で除した値
です。この⽐率が⾼いと医業活動に
係る業務委託の費⽤の割合が⾼いこ
とを表します。 

診療による医業収益の増加を図
り、職員給与費⽐率と併せて低下を
目指します。 

38,600 円以上を維持 

 回復期リハビリ病棟は、主な治療
であるリハビリの実施量により変動
します。積極的なリハビリを進め、
単価上昇を図っていきます。 
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（4）経営の安定性に係るもの 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2  目標達成に向けた具体的な取組 
（1）収⼊増加・確保対策 

① 常勤医師の確保、診療領域の拡充 

  収⼊増加、経営の安定のためには、当院が地域から必要とされる医療を提供し、安心し

て受診できる体制を構築することが最重要となります。「Ⅳ 医師・看護師等の確保と働

き⽅改革」に記載した医師の確保策に取り組み、地域の医療ニーズに適した医師、診療領

4年度
（実績）

5年度
（実績）

6年度
（目標）

6年度
（実績）

7年度
（目標）

8年度
（目標）

9年度
（目標）

常勤医師数（⼈） 44 46 50 46 51 53 55

企業債残高（百万円） 6,796 6,817 6,553 6,429 7,552 7,112 6,785

27%以下を目標 

材料費を修正医業収益で除した値
です。医業に係る収益に対し、材料
費がどの程度占めるかを表す⽐率で
す。この⽐率が低いと材料の使⽤に
依ることなく収益を上げていること
を表します。 

55 人を目標 

 地域医療を守っていくためにも、
経営の安定のためにも、医師の増員
は不可⽋です。そのため、負担軽減
や待遇改善を図り、現有医師の維
持、新規医師の採⽤に向けた取組み
を継続していきます。 

残⾼の着実な減少を目標 

 医療機器等の更新を計画的に実施
し、地域医療のニーズに合った効率
的で効果的な設備投資を⾏い、着実
な借⼊⾦残⾼の減少を図ります。 
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域の拡充を図ります。 

② 機能の異なる3つの病棟の有効活⽤、病床稼働の向上 

  急性期から在宅復帰を目指す回復期までをカバーする急性期・回復期・地域包括ケア病

棟を最大限に活⽤し、患者の状況に応じたベッドコントロールを⾏い、患者が納得した上

での病床稼働の向上に取り組んでいきます。 

③ 地域の医療機関との連携の強化、集患・増患 

地域の医療機関（病院、医院）や介護施設などとの連携を図り、地域全体で住⺠の健康

を⽀える体制を強化します。そのため連携機関への定期訪問や登録医大会の開催などを通

して、当院の取り組みの紹介やニーズの発掘に努め、円滑な紹介・逆紹介による集患につ

ながるよう取り組んでいきます。 

④ 診療報酬請求の精度向上、積極的な施設基準の取得、DPC機能評価係数の向上 

  医療⾏為の確実な収益化を図るため、診療報酬請求の精度管理を実施し、請求漏れや査

定減の防止策を強化するとともに、診療報酬改定など、医療を取り巻く環境の変化に迅速

かつ的確に対応し、積極的な施設基準の取得に取り組みます。また、DPCデータ分析によ

る課題の把握や他院との⽐較を⾏い、診療⾏為の標準化や医療資源の効率的な投⼊などを

図り、DPC機能評価係数の向上にも取り組みます。 

⑤ 病院⻄側再開発整備による診療・健診機能の向上 

  当院敷地⻄側の再開発整備（施設改修）に取り組み、今後も需要の増加が⾒込まれる

「がん化学療法」「⼈工透析」などの拡充による診療機能の向上を図ります。 

  また、狭あいなため、地域住⺠や企業などからの受診ニーズに対応しきれていない⼈間

ドック、健診部門を拡充し、受診者数の増加、受診環境の向上を図り、病気の早期発⾒と、

早期治療につなげていきます。 

   ⑥ 地域に向けた病院ブランディング（広報活動） 

当院の機能や取り組みを病院広報誌、ホームページ、SNSなどを活⽤し、積極的に情報

発信することで、地域住⺠から選ばれる病院を目指します。 
（2）経費削減・抑制対策 

① 医薬品、診療材料等の適正価格購⼊及び効率的使⽤ 
医薬品や診療材料の購⼊に当たっては、ベンチマークシステムを活⽤した価格交渉や、

複数メーカーの同等品での⽐較検討を⾏い、品質を担保した適正価格での購⼊を目指しま
す。 

物品管理には在庫・物流管理（SPD）システムを最大限活⽤し、在庫切れや不良在庫の
ない効率的な在庫管理を⾏った上でムダなコストの削減に取り組んでいきます。 

② 委託費の適正化 
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  業務委託や保守契約などの委託費について、業務内容や⼿順などを⼗分に検討し、委託
業務執⾏状況の確認、委託範囲や仕様の⾒直し、複数年契約の活⽤など、契約⽅法の⾒直
しや価格交渉により、適正化に努めます。 

 
（3）マネジメント体制の強化 

   ① 経営状況、業務指標の⾒える化、データ分析、情報共有 

病院経営に関わる様々な統計、指標について経営分析システムを活⽤し、わかりやすく

集計、⾒える化し、他院との⽐較分析も⾏っていきます。当院の状況を客観的なデータで

的確に把握し、取るべき⽅策を検討していきます。 

   ② 幹部職員、事務職員のマネジメント能⼒の育成 

企業⻑や院⻑をはじめとした幹部職員が、経営強化に取り組む強い意識と経営感覚を有

することが重要であることから、マネジメント研修などを通して、マネジメント能⼒の向

上に取り組んでいきます。 

当院は一部事務組合であることから、事務職員はプロパー職員で構成されています。将

来のマネジメント層の育成のため、定期的なジョブローテーションや継続的な研修を⾏い、

病院職員としての専門性を⾼めることはもとより、幅広い知⾒を有する⼈材を育成してい

きます。 

③ 職員の経営意識の向上 

  職員に向けての企業⻑による定期的な経営状況、運営⽅針説明会の開催や、毎月の各部

門が参加する病院運営会議を通して、当院の経営状況や取り組みをわかりやすく情報発信、

共有し、各職員の経営への参加意識の向上を図っていきます。 
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3  各年度の収支計画 

 

8,272 8,465 8,592 8,656 8,603 8,658 8,949
⼊ 院 収 益 5,331 5,468 5,529 5,554 5,521 5,580 5,606
外 来 収 益 2,356 2,399 2,450 2,495 2,475 2,465 2,472
そ の 他 585 598 613 607 607 613 871

1,432 1,213 762 784 750 753 752
9,704 9,678 9,354 9,440 9,353 9,411 9,701
8,574 9,187 8,691 9,647 8,773 8,712 8,941

給 与 費 4,671 4,902 4,641 5,112 4,661 4,622 4,654
材 料 費 2,112 2,305 2,207 2,453 2,254 2,226 2,236
経 費 1,163 1,232 1,146 1,315 1,138 1,153 1,277
減 価 償 却 費 594 678 682 739 709 697 760
そ の 他 34 70 15 28 11 14 14

597 605 737 612 745 721 714
⽀ 払 利 息 69 66 69 63 65 60 57
そ の 他 528 539 668 549 680 661 657

9,171 9,792 9,428 10,259 9,518 9,433 9,655
533 △ 114 △ 74 △ 819 △ 165 △ 22 46

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

533 △ 114 △ 74 △ 819 △ 165 △ 22 46

941 788 586 550 1,942 539 641
企 業 債 605 423 250 142 1,600 200 300
他 会 計 出 資 ⾦ 324 348 336 397 342 339 341
そ の 他 12 17 0 11 0 0 0

1,160 967 879 879 901 1,340 2,137
建 設 改 良 費 774 548 350 331 300 700 1,510
企 業 債 償 還 ⾦ 371 403 529 529 601 640 627
そ の 他 15 16 0 19 0 0 0

△ 219 △ 179 △ 293 △ 329 1,041 △ 801 △ 1,496

105.8 98.8 99.2 92.0 98.3 99.8 100.5
96.5 92.1 98.9 89.7 98.1 99.4 100.1
93.1 89.0 95.6 86.7 94.8 96.1 96.9

- - - - - - -
58.5 59.9 55.9 61.1 56.0 55.2 53.7
26.4 28.2 26.6 29.3 27.1 26.6 25.8
81.3 85.5 84.4 86.0 84.4 85.1 85.1

純 損 益
特 別 損 失

医 業 外 費 ⽤

経 常 費 ⽤
経 常 損 益
特 別 利 益

医 業 収 益

医 業 外 収 益
経 常 収 益
医 業 費 ⽤

（単位︓百万円）

収 益 的 収 ⽀ 5年度
（実績）

6年度
（実績）

9年度
（目標値）

8年度
（目標値）

6年度
（目標値）

7年度
（目標値）

4年度
（実績）

△ 2,524 △ 2,665

資 本 的 収 ⽀ 5年度
（実績）

6年度
（実績）

繰 越 利 益 剰 余 ⾦
又 は 累 積 欠 損 ⾦ △ 1,704

9年度
（目標値）

8年度
（目標値）

△ 1,778

6年度
（目標値）

△ 2,689

7年度
（目標値）

△ 2,711△ 1,590

4年度
（実績）

病床利⽤率（％）

資⾦不⾜⽐率（％）
給与費対修正医業収益⽐率（％）

材料費対修正医業収益⽐率（％）

経常収⽀⽐率（％）
医業収⽀⽐率（％）
修正医業収⽀⽐率（％）

資 本 的 収 ⽀

資 本 的 収 ⼊

資 本 的 ⽀ 出
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 Ⅸ 経営強化プランの点検・評価・公表   
 

「公⽴館林厚⽣病院経営強化プラン評価委員会」を設置し、年度ごとにプランの進捗状況な
どについて、点検・評価を⾏います。 

また、評価内容などについては、ホームページなどを通じ公表することとします。 
 
 Ⅹ 経営強化プランの⾒直し   

 

地域医療構想との整合性が図れなくなった場合や、当プランで⽰している収⽀計画、経営指
標に係る数値目標などが、診療報酬の改定などの影響で達成することが困難になった場合には、
数値などの⾒直し（ローリング）を⾏うこととします。 

 
 


